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第 ６０ 回 

大 覚 寺 八 楠 土 地 区 画 整 理 

審 議 会 議 事 録 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 日時：平成 21 年４月 15 日（水） 

 午後２：００～午後４：００ 

 場所：焼津市議会庁舎第 5委員会室 

 
 

焼津市 都市住宅部 区画整理課
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第６０回大覚寺八楠土地区画整理審議会議事録 

 

日  時： 平成 21 年 4 月 15 日（水） 午後２：００～午後４：００ 

場  所： 焼津市議会庁舎 第５委員会室 
議  事：第１号議案 大覚寺八楠土地区画整理審議会議事運営規程の 

           一部改正について（議事録の公開及び会議資料の 

           公開についての規定の改正） 

報告事項：①大覚寺八楠土地区画整理審議会学識経験委員の選任について 
②平成 21 年度定期人事異動による職員紹介 

③平成 21 年度当初予算の概要について 

④仮換地指定（軽微な変更）について 

⑤大村大覚寺線都市計画決定の変更（案）について 

⑥審議会委員の選挙予定について 

出席委員： 梅原久二 藁科剛一 望月 忠 槙田清男 伊東晴男 

       伊東節義 梅原 昌 伊東敏夫 蒔山東一 伊東博行 
市出席者： 岩谷区画整理課長 増田事業管理担当主幹 鈴木工事担当主幹  

増井換地清算担当係長 鈴木補償担当係長  

藤岡主任主査 名木主任主事 鈴木主査 福里主査 

 

（午後２時００分 開会） 

梅 原 会 長 ： 挨拶。 

        本日の議事録署名人は藁科剛一副会長、望月忠委員にお願い 

します。 

岩 谷 課 長 ： 挨拶。 

梅 原 会 長 ： 報告事項１番、大覚寺八楠土地区画整理審議会学識経験委員 
の選任について事務局の方からお願いします。 

増 田 主 幹 ： 報告事項１番について説明。 

蒔山東一委員 ： 挨拶。 

梅 原 会 長 ： 次に報告事項２番、平成 21 年度定期人事異動による職員紹介 

についてお願いします。 

岩 谷 課 長 ： それでは、平成 21 年度定期人事異動による職員の紹介をさせ 

ていただきます。紹介。 

梅 原 会 長 ： 続きまして報告事項３番、平成 21 年度当初予算の概要ついて 

について説明をお願いします。 

増 田 主 幹 ： 報告事項３番について説明。 

伊東節義委員 ： ＜焼津市情報公開条例 第 7条（２）に該当のため削除＞ 
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岩 谷 課 長 ： 補償の方はすべて完了します。ただ、工事が若干残りますの

でその分が進捗率の残りの 5.5％になります。 

梅 原 会 長 ： ４番目の仮換地指定、軽微な変更についてお願いします。 

増 井 係 長 ： 報告事項４番、仮換地指定の軽微な変更について説明。 

梅 原 会 長 ： ＜焼津市情報公開条例 第 7条（２）に該当のため削除＞ 
岩 谷 課 長 ： ＜焼津市情報公開条例 第 7条（２）に該当のため削除＞ 
梅 原 会 長 ： ＜焼津市情報公開条例 第 7条（２）に該当のため削除＞ 
岩 谷 課 長 ： ＜焼津市情報公開条例 第 7条（２）に該当のため削除＞ 
梅 原 会 長 ： わかりました。 

藁 科 委 員 ： ＜焼津市情報公開条例 第 7条（２）に該当のため削除＞ 
増 井 係 長 ： 図面の右側が南北線です。 

伊東晴男委員 ： 遺跡の方は大体６月から８月頃までに終わるのか？何が出た 

か知らないけど。 

岩 谷 課 長 ： お陰様で４月末までには歴民の方も手があがりまして、これ 

から埋め戻しに入りますので、６月から７月くらいまでには全 

部終わる予定でいます。観察会みたいなものを地域の方に全部 

通知を出させてもらってやったんですが、区画整理課からもニ 

ュースなど出せばよかったんですけど、歴民の方から聞いたの 

が遅かったので。ただ、興味のある方は見てもらえたんだと思 

います。 

伊東節義委員 ： 埋め戻しは区画整理課でやるの？歴民でやるの？ 

岩 谷 課 長 ： 歴民の委託を受けて区画整理課がやります。 

藁 科 委 員 ： 何かでただか。 

岩 谷 課 長 ： 何も出なかったと。みんな壊れちゃってたと聞いてます。 

梅 原 会 長 ： 仮換地指定については他に質問ありませんね。次に大村大覚 

寺線都市計画決定の変更（案）についてお願いします。 

岩 谷 課 長 ： ４月３日発行しました、第８１回区画整理ニュースで書かさ 

せてもらっています。主催は都市計画課なんですけども、この 

路線を廃止するという都市計画決定をしたいというものであり 

ます。それに伴いまして、廃止をした場合は区画整理事業の中 

も影響してきますので、区画整理事業の中の都市計画決定の変 

更もしなくてはならないですし、両側にある公園についても変 

更になることになります。 

 対象になる箇所は、国道 150 号線のヤナセさんのところから 

大村中学校を通りまして、田中屋そば屋さんのところまでの 

６７０ｍの区間について見直しをかけた結果、大覚寺藤岡線と 
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のＴ字路になるところからそば屋までの区間を都市計画決定か 

らはずす、廃止するという説明会を今しております。 

（内容の詳細について説明） 

伊東節義委員 ： 都市計画道路の廃止と変更ということなんですけど、我々、 

八楠や越後島に住む人間にとって、あかつき橋もあるんだけど 

学校行くにも利便性のある橋であったわけですよね。それを都 

市計画道路からはずすとなると、今後ね、今でさえ５ｍ５０し 

かない橋で今の交通事情などから考えると最低でも７ｍくらい 

の橋にしてもらいたくて、都計道として架けてもらいたいとい 

う気持ちが私らにはある。地元として。将来的に市の単費で架 

けるとなった時に順位がどんどん下がってしまってほっぽらか 

しにされてしまうんではないかという不安がある。 

 それと、大覚寺公園が東と西に分かれてるものの行き来をも 

っと考えてもらいたいと思いますが。地下での行き来というと 

子供はなかなか通らない。アンダーパスよりオーバーブリッジ 

で考えてもらいたいと思います。 

 その２点についてお願いしたいです。 

岩 谷 課 長 ： まず橋の方ですが、平成８年に耐震補強工事をしてまして、 

もうちょっと頑張ってほしいという橋になっております。都市 

計画道路からはずれたということで橋を架け替えないというこ 

とではありませんで、当然耐用年数がありますので橋を架け替 

える時には７ｍ以上の橋を作らざるを得ないという認識をして 

いる中で、ちょうど公園の方は法面がありますので、公園の用 

地をいじめないで架け替えができるという計算はしてあります。 

右岸側も大村中学校に掛からないようにできると思います。 

（その他詳細説明） 

 それとアンダーパスの方なんですけど、公園を道路で分断す 

る条件としてアンダーでしなさいというのがあるのがひとつと 

、もうひとつは横断歩道橋もつけて一体で利用するという都市 

計画決定もされていますが、いつまでということもないもので 

すから、まずはアンダーパスをやって、それから今年あそこの 

道路ができますと横断歩道も信号機も付きますので、そこでの 

出入が十分にできますので、当分の間はアンダーパスと横断歩 

道で考えています。 

伊東敏夫委員 ： 瀬戸川の乗面を利用するという話はどうなった？ 

岩 谷 課 長 ： 下流側は、道路が今２ｍちょっとしかないんですけど、全部 
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４ｍに替えて道路の認定も県の方にお願いして取らせてもらっ 

て施工すると考えています。上流側は道路幅を広げるというこ 

とはできないと思います。 

伊東晴男委員 ： ありがたいと思います。 

岩 谷 課 長 ： まだ決定の話ではないのでお願いします。 

梅 原 会 長 ： 次に審議会委員の選挙予定について、説明をお願いします。 

増 田 主 幹 ： ４ページ、平成２１年度大覚寺八楠土地区画整理審議会委員 

       選挙手続き日程表にて説明。 

梅 原 会 長 ： 報告事項は以上です。 

        それでは議事、第１号議案 大覚寺八楠土地区画整理審議会 

       議事運営規定の一部改正について事務局より説明をお願いしま 

す。 

増 田 主 幹 ： 議案、大覚寺八楠土地区画整理審議会議事運営規定の一部改 

正について説明。 

梅 原 会 長 ： ただいまの第１号議案について賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

 

（その他） 

増 井 係 長 ： 町名町界検討委員会、自治会との合同会議について説明。 

        保留地の販売状況について説明。 

（午後４時００分 閉会） 
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第 60回 

大覚寺八楠土地区画整理審議会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 21年 4月 15日（水） 

午後 2時～ 

焼津市議会庁舎 4階第5委員会室 
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第 60回大覚寺八楠土地区画整理審議会 次第 

 
 
１ 会長挨拶 
  
２ 課長挨拶 
 

３ 報 告 

① 大覚寺八楠土地区画整理審議会 

学識経験委員の選任について    －1－ 

② 平成 21年度定期人事異動による職員紹介  －2－ 

③ 平成 21年度当初予算の概要について   －3－ 

④ 仮換地指定（軽微な変更）について   －別冊－ 

⑤ 大村大覚寺線都市計画決定の変更（案）について －別紙－ 

⑥ 審議会委員の選挙予定について    －4－ 
 

４ 議 事 

  第１号議案 大覚寺八楠土地区画整理審議会議事運営規程の 
一部改正について（議事録の公開及び会議資料の 
公開についての規定の改正）      －6－ 

 
５ その他 



大覚寺八楠土地区画整理審議会委員　　任期：H16．7．18～H21．7．17

21-002 報告事項１
大覚寺八楠土地区画整理審議会　学識経験委員の選任について

報告事項１
大覚寺八楠土地区画整理審議会　学識経験委員の選任について

大覚寺八楠土地区画整理審議会委員　任期：Ｈ16．7．18～Ｈ21．7．17

職　　　名 氏　　　　名 　　　　住　　　　　所 　連　絡　先

会 長 　梅　原　久　二 　焼津市大覚寺９２１ ６２７－７６２３

副 会 長 　藳　科　剛　一 　　〃　八楠四丁目１７－１５ ６２８－０１２１

委 員 　望　月　  　忠 　　〃　大覚寺５１５－８ ６２８－５６０１

　　　〃 　槇　田　清　男　　　〃　大覚寺１１６２ ６２７－４４０８

　　　〃 　伊　東　晴　男 　　〃　大覚寺１２５６ ６２８－５７５０

　　　〃 　伊　東　節　義 　　〃　八楠３０１ ６２７－１９３６

　　　〃 　梅　原　　　昌 　　〃　大覚寺７６８ ６２７－７７８５

　　　〃 　伊　東　敏　夫 　　〃　大覚寺６４３－４ ６２７－５３７８

　　　〃 　蒔　山　東　一 　　〃　八楠三丁目８－１１ ６２９－１４７６

　　　〃 　伊　東　博　行 　　〃　大覚寺１２６８ ６２７－７０９９

－１－
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－１－ 

平成 21年度人事異動 都市住宅部区画整理課の職員配置表 

都市住宅部長 
伊久美 隆 

 

区画整理課長 
岩谷 壽夫 

 
  

 
  

（事業管理担当） (換地清算担当)   (工事担当)    (補償担当) 
主幹 
増田 恵志 

 係長 
増井 太郎 

  主幹○ 
鈴木 厚 

 係長 
鈴木 彰 

    
主任主査○ 
藤岡 謙二 

 主査 
岡本 真 

 主任主査 
榊原 一郎 

 主査○ 
柴田 智充 

 
主任主事 
鈴木 照子 

 主査○ 
増田 有紀 

 主査 
増岡 弘康 

 主査○ 
小野田吉男 

  
主任主事○ 
名木 宏樹 

 主査 
山本 真人 

 主査 
原川 博和 

 主査 
望月 誉之 

  ４名                ４名 
主査 
鈴木 夏子 

   主査 
増田 成章 

                     
主査 
福里紳太郎 

 主任主事 
松浦 弘樹 

                              
主任主事    

増田 裕樹 
 主事 

岩崎 晋也 

                            ７名  
主事 
小林 功典 

８名          ○新規配属 



21-002

報告事項３ 平成２１年度　大覚寺八楠土地区画整理事業費　予算概要

（単位:千円） 上段（国費）

H２１年度当初
（A）

H２０年度当初
（B）

当初比較
（A）－（B）

補助率等
下段（市費＋起債）

0

0

大村大覚寺線道路築造工事 24,200

移転補償、事務費 19,800

区画道路築造工事、整地工事、水路築造工事 5,640

移転補償、事務費 69,460

0

工事（道路築造、道路舗装、整地工事、維持修繕工事、

　　　　樹木移設工事、付帯工事、迂回路設置、原材料）

委託料（換地諸費、建物積算、出来型確認測量、除草、

　　　　　換地計画作成、事業計画変更図書作成外）

移転補償、補償（101条補償、電柱・ガス管・水道管移設外）

使賃料（土地借上、建物借上）、事務費外 311,691

29,840

400,951

平成２０年度繰越事業
（単位:千円）

翌年度繰越額 補助率等

移転補償２件、事務費 H２１年度末予定（H２０繰越含） 約９３．２％

移転補償３件

移転補償２件

494,691現年＋繰越計

説　　明

23,100

21,400

幹線道路築造１２５ｍ、区画道路築造３９８ｍ
移転補償１２件

国４．０／１０

国５．５／１０

事業進捗率(見込）

市単独　区画整理事業費

H２１当初予算説明

国５．５／１０

200,000 111,691

39,500 -39,500

国５．０／１０

起債

国４／１０

事  業  区  分

72,000 -28,000

0 20,000 -20,000

44,000

国庫補助　通常費　区画整理事業費

国庫補助　臨時交付金　区画整理事業費

75,100 450,000 -374,900

合　　計 430,791 -350,709

311,691

0

781,500

焼津IC周辺地区まちづくり交付金事業費

19,400

地方特定　区画整理事業費

市単独　区画整理事業費

臨時交付金

焼津IC周辺地区まちづくり交付金事業費

事  業  区  分

幹線道路築造１２５ｍ、区画道路築造３９８ｍ
移転補償　５件

－３－
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 4／17(金）

 5／7(木)

 5／19(火) 選挙人名簿の縦覧開始（令21条1）
＜２週間＞

 6／1(月)

 6／15(月)

 6／16(火)

 6／26(金)

 6／29(月)

 7／12(日) 選挙期日、投票（令29条） 投票 管理者（令27・28条）

開票（令32・33条） 立会人（令27条）

方式（令29・34条）

設備秩序維持（令28条）

投票できない者（令30条）

 7／13(月)

 7月下旬

異議の申出期間（令40条1）
＜２週間＞

申出の審議･決定（令40条2）
＜申出から２週間以内＞
　　　　↓
理由をつけて通知　→　公告

当選人の決定（令35条）

当選人の住所・氏名の公告、通知（令35条5）

当選の効力発生（令37条）

審議会の招集（法62条1項）

異議の申出　（令21条3）
＜縦覧期間内＞

選挙人名簿の縦覧開始日・縦覧場所・縦覧時間の公告（令21条２）

投
票
者
の
確
定
手
続
き

立候補届、立候補推薦届の期間（令24条2）

選挙人名簿の縦覧終了

＜選挙期日の少なくとも５日前＞

候補者の氏名・住所の公告（令24条5）

又は投票を行なわない旨の公告（令26条）

＜選挙人名簿確定公告の日から10日以内＞　6／16(火）～6／25(木)

異議の申出のなかった旨又は
すべての異議について決定した旨の公告（令22条1）
選挙すべきそれぞれの委員の数の公告（令22条4）
＜選挙期日の少なくとも20日前＞

選挙期日の公告（令19条）

選挙人名簿作成の基準日（令20条）

＜選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日／21日目＞

＜選挙期日は公告日から100日以内＞

異議申出

平成２１年度　大覚寺八楠土地区画整理審議会委員選挙手続き日程表

当
選
人
の
確
定
手
続
き

選挙手続き

被
選
挙
人
の

確
定
手
続
き

選
挙
実
施
の
準
備
手
続
き

選挙場・投票時間・開票の日時の公告（令25条）

申出の審議･決定（令21条4）
＜申出から２週間以内＞
　　　　↓
申出が正当な場合
        ↓
修正・通知・公告

選挙人名簿の

確定

現委員の任期 平成16年7月18日～平成21年7月17日

選挙人名簿作成基準日から名簿確定公

告日までの期間は、施行規程により借

地権について法85条1,3の申告届出の

－４－



21-002

４月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

５月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

選
挙
名
簿
作
成
の
基
準
日

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
開
始

⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 21 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

６月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 土 日 月 火

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
終
了

選

挙

人

名

簿

の

確

定

及

び

委

員

数

の

公

告

立
候
補
・
立
候
補
推
薦
届
の
開
始

立
候
補
・
立
候
補
推
薦
届
の
終
了

選

挙

場

・

投

票

時

間

・

開

票

日

時

の

公

告

⑭ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75

７月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

選
挙
期
日
・
投
票
・
開
票

当
選
人
の
決
定
の
通
知
・
公
告

現
委
員
の
任
期
満
了

新
委
員
の
任
期
開
始

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

予
　
　
　
定

予
　
　
　
定

①

1

予
　
　
　
定

71

26
金

平成２１年度　大覚寺八楠土地区画整理審議会選挙日程

予
　
　
　
定

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
の
公
告

選
挙
期
日
の
公
告

17
金

又
は
選
挙
を
行
わ
な
い
旨
の
公
告

候
補
者
の
住
所
・
氏
名
の
公
告

選挙期日の公告の日から

起算して２０日を経過した日

2週間

選挙人名簿確定の公告が

公告の日から100日以内に

－５－
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－６－ 

第１号議案 
 
   大覚寺八楠土地区画整理審議会議事運営規程の一部改正（案） 
 大覚寺八楠土地区画整理審議会議事運営規程の一部を次のように改正する。 
 第 12条の見出しを「（議事録及び会議資料）」に改め、同条第３項を次のように改める。 
３ 議事録及び会議資料は、焼津市情報公開条例第７条各号に規定する非公開情報を除き、

公開するものとする。 
   附 則 
 この改正は、平成21年4月15日より施行する。 
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－７－ 

新旧対照表 

○大覚寺八楠土地区画整理審議会議事運営規程の一部改正 

旧 新 

大覚寺八楠土地区画整理審議会議事運営規程 大覚寺八楠土地区画整理審議会議事運営規程 

  

（議事録） （議事録及び会議資料） 

第12条 略 第12条 略 

(１) 略 (１) 略 

(２) 略 (２) 略 

(３) 略 (３) 略 

(４) 略 (４) 略 

(５) 略 (５) 略 

２  略 ２  略 

３ 議事録は一般の縦覧に供しないものとする。 ３ 議事録及び会議資料は、焼津市情報公開条例第７条各号に規定する非公

開情報を除き、公開するものとする。 

以下 略 以下 略 
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－７－ 
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＜改正前＞ 
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大覚寺八楠土地区画整理審議会議事運営規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、志太広域都市計画事業大覚寺八楠土地区画整理審議会（以下「審議

会」という。）の議事運営について、必要な事項を定めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に、土地区画整理法第 61条第１項の会長１人のほか副会長１人を置く。 

２ 委員は、会長及び副会長を互選する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

４ 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。 

５ 会長及び副会長は、辞任しようとするときは審議会の承認を受けなければならない。 

６ 会長及び副会長は、委員の資格を喪失したときにはその地位を失う。 

（委員の議席） 

第３条 委員の議席は、副会長は会長の隣席とし、他の委員の議席は抽選にて定める。 

（委員の出欠） 

第４条 委員は、会議に出席できないとき、又は開会時刻に遅れて出席するときは、あら

かじめその旨を会長に申し出なければならない。 

（委員の退席） 

第５条 会長は、委員個人の利害に係る事項を審議するときは、審議会に諮って当該委員

の退席を求めることができる。 

２ 委員は、会議の中途で退席するときは、その旨を会長に申し出て承認を受けなければ

ならない。 

３ 会長は、会議中に土地区画整理法第 62条第３項の定足数を欠くに至る恐れがあると認

めるときは、委員の退席を禁止することができる。 

（開・閉会） 

第６条 会議の開会及び閉会は、会長が宣言して行う。 

（流会・休憩） 

第７条 開会時刻後、相当の時間を経過しても出席委員数が定足数に達しないときは、会

長は流会を宣言する。 

２ 会議中に定足数を欠くに至ったときは、会長は休憩または流会を宣言する。 

（議事の運営） 

第８条 会長は、議事の順序を定め議事を総理する。 

（発言及び議事の中止） 

第９条 会議における発言は、会長の定める順序に従って行わなければならない。 

２ 会長は、議事を整理するために必要があると認めたときは、委員の発言を止め、又は

会議に諮って議事を中止することができる。 
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＜改正前＞ 
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（採決） 

第 10条 会長は、議案の採決方法を定め、採決の結果を直ちに宣言する。 

（会議の非公開） 

第 11条 審議会の会議は、原則として非公開とする。 

２ 委員は、会議に録音機等の器具を持ち込んではならない。 

（議事録） 

第 12条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。 

(１) 会議の開閉に関する事項及びその日時 

(２) 委員の出欠に関する事項及びその氏名 

(３) 会議の中途で出席し、または、退席した委員の氏名及びその時刻 

(４) 志太広域都市計画事業大覚寺八楠土地区画整理事業施行に関する条例第 17条の出席

者の氏名 

(５) 会議に付した議案名及びその採決に関する事項 

２ 議事録には、会長及び会長の指名する委員２人が署名捺印する。 

３ 議事録は一般の縦覧に供しないものとする。 

（委任） 

第 13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、平成６年 11月９日より施行する。 
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＜改正（案）＞ 
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大覚寺八楠土地区画整理審議会議事運営規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、志太広域都市計画事業大覚寺八楠土地区画整理審議会（以下「審議

会」という。）の議事運営について、必要な事項を定めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に、土地区画整理法第 61条第１項の会長１人のほか副会長１人を置く。 

２ 委員は、会長及び副会長を互選する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

４ 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。 

５ 会長及び副会長は、辞任しようとするときは審議会の承認を受けなければならない。 

６ 会長及び副会長は、委員の資格を喪失したときにはその地位を失う。 

（委員の議席） 

第３条 委員の議席は、副会長は会長の隣席とし、他の委員の議席は抽選にて定める。 

（委員の出欠） 

第４条 委員は、会議に出席できないとき、又は開会時刻に遅れて出席するときは、あら

かじめその旨を会長に申し出なければならない。 

（委員の退席） 

第５条 会長は、委員個人の利害に係る事項を審議するときは、審議会に諮って当該委員

の退席を求めることができる。 

２ 委員は、会議の中途で退席するときは、その旨を会長に申し出て承認を受けなければ

ならない。 

３ 会長は、会議中に土地区画整理法第 62条第３項の定足数を欠くに至る恐れがあると認

めるときは、委員の退席を禁止することができる。 

（開・閉会） 

第６条 会議の開会及び閉会は、会長が宣言して行う。 

（流会・休憩） 

第７条 開会時刻後、相当の時間を経過しても出席委員数が定足数に達しないときは、会

長は流会を宣言する。 

２ 会議中に定足数を欠くに至ったときは、会長は休憩または流会を宣言する。 

（議事の運営） 

第８条 会長は、議事の順序を定め議事を総理する。 

（発言及び議事の中止） 

第９条 会議における発言は、会長の定める順序に従って行わなければならない。 

２ 会長は、議事を整理するために必要があると認めたときは、委員の発言を止め、又は

会議に諮って議事を中止することができる。 
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（採決） 

第 10条 会長は、議案の採決方法を定め、採決の結果を直ちに宣言する。 

（会議の非公開） 

第 11条 審議会の会議は、原則として非公開とする。 

２ 委員は、会議に録音機等の器具を持ち込んではならない。 

（議事録及び会議資料） 

第 12条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。 

(１) 会議の開閉に関する事項及びその日時 

(２) 委員の出欠に関する事項及びその氏名 

(３) 会議の中途で出席し、または、退席した委員の氏名及びその時刻 

(４) 志太広域都市計画事業大覚寺八楠土地区画整理事業施行に関する条例第 17条の出席

者の氏名 

(５) 会議に付した議案名及びその採決に関する事項 

２ 議事録には、会長及び会長の指名する委員２人が署名捺印する。 

３ 議事録及び会議資料は、焼津市情報公開条例第７条各号に規定する非公開情報を除き、

公開するものとする。 

（委任） 

第 13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、平成６年 11月９日より施行する。 

（施行期日） 

  この改正は、平成 21年４月 15日より施行する。 


